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�愛媛県告示第１２８８号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、平成２２年１１月１日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２８９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２９０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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告 示

指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

２６ 愛媛県猟友会
大洲支部
中 岡 深

１ 代 表 者 氏 名
中 岡 深

１ 代 表 者 氏 名
鎌 田 博 郷

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

西条市民病院 医療法人北辰会 西条市小松町妙口甲１５２１
番地

平成２２年
９月１９日

二宮歯科クリニ
ック 二 宮 淳 大洲市長浜甲６０ 平成２２年

１０月１日

メディコ２１今治
東調剤薬局

株式会社レデイ
薬局

今治市東村五丁目３７６－
１０

平成２２年
９月１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

メディコ２１今治
東調剤薬局

株式会社メディ
コ・二十一

今治市東村五丁目３７６－
１０

平成２２年
８月３１日

庄野薬局氷見店 有限会社庄野 西条市氷見字下米田丙４７
６－４

平成２２年
９月１８日

毎週（火・金）曜日発行 第２２２０号 平成２２年１１月１９日

平成２２年１１月１９日金曜日 第２２２０号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１２９２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７ デイサービスセンター砥部オ
レンジ荘 伊予郡砥部町大南２２６７ 平成２２年９月３０日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７ 小規模多機能ホームあったか 伊予郡砥部町高尾田１１７１－３ 平成２２年９月３０日

株式会社プラスタア 西条市三津屋５１番地２ ベストケア・デイサービスセ
ンターセトウチ 西条市壬生川６７５番地１ 平成２２年１０月８日

株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７番地 丸三訪問看護ステーション 宇和島市中央町二丁目３－２２ 平成２２年１０月２２日

株式会社ハッピーファーマシ
ー 松山市東垣生町４９７番地 ハッピー薬局松前店 伊予郡松前町筒井４００－１ 平成２２年１０月２８日

医療法人大西クリニック 今治市大西町紺原甲８２７番地
１ 大西クリニック 今治市大西町紺原甲８２７番地

１ 平成２２年７月１日

大 西 克 幸 伊予郡砥部町大南４５７－１ 二光クリニック 伊予郡砥部町大南４５７－１ 平成２２年１１月２日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７ デイサービスセンター砥部オ
レンジ荘 伊予郡砥部町大南２２６７ 平成２２年９月３０日

社会福祉法人砥部寿会 伊予郡砥部町大南２２６７ 小規模多機能ホームあったか 伊予郡砥部町高尾田１１７１－３ 平成２２年９月３０日

株式会社プラスタア 西条市三津屋５１番地２ ベストケア・デイサービスセ
ンターセトウチ 西条市壬生川６７５番地１ 平成２２年１０月８日

株式会社丸三 宇和島市坂下津甲４０７番地 丸三訪問看護ステーション 宇和島市中央町二丁目３－２２ 平成２２年１０月２２日

株式会社ハッピーファーマシ
ー 松山市東垣生町４９７番地 ハッピー薬局松前店 伊予郡松前町筒井４００－１ 平成２２年１０月２８日

医療法人大西クリニック 今治市大西町紺原甲８２７番地
１ 大西クリニック 今治市大西町紺原甲８２７番地

１ 平成２２年７月１日

大 西 克 幸 伊予郡砥部町大南４５７－１ 二光クリニック 伊予郡砥部町大南４５７－１ 平成２２年１１月２日

株式会社民間救急サービス 大洲市東大洲１１６番地 株式会社民間救急サービスあ
っぷるケアサービス 大洲市東大洲１１６番地 平成２２年８月１日

愛 媛 県 報平成２２年１１月１９日 第２２２０号

８８２
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�愛媛県告示第１２９４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

きくぞのケアパーク株式会社 宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

（変更後）
時の実

（変更後）
宇和島市御幸町二丁目５－８

平成２２年１０月１２日
（変更前）
スパークタイムきくぞの

（変更前）
宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

きくぞのケアパーク株式会社 宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

（変更後）
時の実

（変更後）
宇和島市御幸町二丁目５－８

平成２２年１０月１２日
（変更前）
スパークタイムきくぞの

（変更前）
宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社モバイルコム デイサービスカトレア朝美 愛媛県松山市朝美二丁目６－３１ 平成２２年１０月１日 通所介護

えひめ中央農業協同組合 サンケア坂本 愛媛県松山市久谷町甲７７番他 平成２２年１０月１日 通所介護

株式会社シャローム・ハート ランチデイさいさい 愛媛県宇和島市津島町下畑地甲１５９４番
地 平成２２年１０月１日 通所介護

株式会社プラスタア ベストケア・デイサービスセンターセ
トウチ 愛媛県西条市壬生川６７５番地１ 平成２２年１０月１日 通所介護

医療法人明生会 デイサービスほのぼの 愛媛県四国中央市金生町下分１３３０番地 平成２２年１０月１日 通所介護

医療法人明生会 ショートステイそよ風の家 愛媛県四国中央市金生町下分１３３０番地 平成２２年１０月１日 短期入所生活介護

医療法人河原医院 介護老人保健施設ハピネス椿 愛媛県松山市今在家町３丁目９番２９号 平成２２年１０月４日 短期入所生活介護

一般社団法人気楽 訪問介護事業所気楽 愛媛県松山市畑寺町８３３番地１ 平成２２年１０月１５日 訪問介護

株式会社ライフサポート デイサービスセンター輪厚 愛媛県松山市南土居町２９３番地４号 平成２２年１０月２９日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

一般社団法人気楽 居宅介護支援事業所気楽 愛媛県松山市畑寺町８３３番地１ 平成２２年１０月１日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２２年１１月１９日 第２２２０号

８８３
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�愛媛県告示第１２９９号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療法人是成会 ケアプランセンターくぼ 愛媛県今治市内堀一丁目１番１９号 平成２２年１０月１日 居宅介護支援

上島町 上島町魚島デイサービスセンター 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１３６７
番地２ 平成２２年１０月１日 居宅介護支援

株式会社あけぼの 指定居宅介護支援事業所あいか 愛媛県宇和島市高串二番耕地１９１番地
１ 平成２２年１０月１日 居宅介護支援

医療法人愛寿会 医療法人愛寿会指定居宅介護支援事業
所愛 愛媛県新居浜市東雲町二丁目６番１９号 平成２２年１０月５日 居宅介護支援

株式会社こころ 居宅介護支援事業所こころ 愛媛県新居浜市中村１丁目１０番２９号 平成２２年１０月５日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

えひめ中央農業協同組合 サンケア坂本 愛媛県松山市久谷町甲７７番他 平成２２年１０月１日 介護予防通所介護

株式会社シャローム・ハート ランチデイさいさい 愛媛県宇和島市津島町下畑地甲１５９４番
地 平成２２年１０月１日 介護予防通所介護

医療法人胃腸科内科松村クリニック 訪問看護ステーションすみの 愛媛県新居浜市中筋町二丁目１番６号 平成２２年１０月１日 介護予防訪問看護

株式会社プラスタア ベストケア・デイサービスセンターセ
トウチ 愛媛県西条市壬生川６７５番地１ 平成２２年１０月１日 介護予防通所介護

医療法人明生会 ショートステイそよ風の家 愛媛県四国中央市金生町下分１３３０番地 平成２２年１０月１日 介護予防短期入所
生活介護

医療法人明生会 デイサービスほのぼの 愛媛県四国中央市金生町下分１３３０番地 平成２２年１０月１日 介護予防通所介護

医療法人河原医院 介護老人保健施設ハピネス椿 愛媛県松山市今在家町３丁目９番２９号 平成２２年１０月４日 介護予防短期入所
生活介護

一般社団法人気楽 訪問介護事業所気楽 愛媛県松山市畑寺町８３３番地１ 平成２２年１０月１５日 介護予防訪問介護

株式会社ライフサポート デイサービスセンター輪厚 愛媛県松山市南土居町２９３番地４号 平成２２年１０月２９日 介護予防通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

特定非営利活動法人アクティブボラン
ティアセンター阿蔵の森 指定居宅介護支援事業所阿蔵の森 愛媛県大洲市阿蔵甲１９６１番地１ 平成２２年１０月１５日 居宅介護支援

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 大串地区 平成２２年１０月８日

愛 媛 県 報平成２２年１１月１９日 第２２２０号

８８４
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�愛媛県告示第１３０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市飯岡土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�愛媛県告示第１３００号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づき、生産事業者を次のように登録した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

登録

番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

３９９ 岡 田 辰 敏 今治市菊間町池原８５８
番地

１ 採取
２ 精選

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木の
育成

今治市菊間町池原

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
西条市兎之山字ツエノウラ乙４５番４から

同字乙４９番６まで

旧 １１．０～２５．０ ０．１６９

新 １６．０～４５．０ ０．１６９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市兎之山字ツエノウラ乙４５番４から

同字乙４９番６まで
平成２２年１１月１９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
西条市大保木字樫原辛１１３番２から

同字１１０番４まで
平成２２年１１月１９日

愛 媛 県 報平成２２年１１月１９日 第２２２０号
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平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線 西条市大保木字土居壬２７番４

旧 ２１．０～２７．５ ０．０１８

新 ３２．０～３６．０ ０．０１８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線 西条市大保木字土居壬２７番４ 平成２２年１１月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
今治市上浦町甘崎３５番４から

同市同町甘崎２１番２まで

旧 １３．０～２４．０ ０．１０５

新 １５．５～４３．３ ０．１０５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内線
松山市松末一丁目６２番３から

同市松末一丁目５７番９まで

旧 ８．７～１０．０ ０．０８５

新 １０．０～１３．２ ０．０８５

愛 媛 県 報平成２２年１１月１９日 第２２２０号

８８６
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�愛媛県告示第１３１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山砥部線
伊予市中山町栗田乙７８２番３から

同町栗田乙７８４番２まで

旧 ５．８～７．１ ０．０２４

新 ２２．０～２６．１ ０．０２４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山砥部線
伊予市中山町栗田乙７８２番３から

同町栗田乙７８４番２まで
平成２２年１１月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山砥部線
伊予市中山町栗田乙９２７番５から

同町栗田乙９２７番４まで

旧 ６．８～９．０ ０．０７２

新 １３．８～４５．４ ０．０７２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山砥部線
伊予市中山町栗田乙９２７番５から

同町栗田乙９２７番４まで
平成２２年１１月１９日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１８）第１５９４８号 平成１８年
５月３１日 谷本庭園� 谷本 康弘 大洲市新谷乙４２１－１ 平成２２年

１０月１８日 造園工事業 建設業の廃止

（般－２０）第１６４０７号 平成２０年
１１月２８日 �大喜水質管理センター 藤岡貴美子 大洲市新谷甲９７９－１ 平成２２年

１０月１８日 管工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１４９５０号 平成１９年
３月１３日 �滝野産業 石川 恭平 南宇和郡愛南町城辺乙１２

６５－１
平成２２年
１０月２９日 管工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２２年１１月１９日 第２２２０号

８８７
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公 告

�愛媛県告示第１３１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年１１月１９日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県告示第１３１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

土 地 建 物
予 定 価 格

所 在 地 地 目 地 積 種 類 構 造 床 面 積

西条市神拝字局乙９２番２ 宅 地 １，４０１．３４㎡ 居 宅 外 鉄筋コンクリート造
陸屋根３階建外 ５６７．５１㎡ ９，８００，０００円

２ 入札に参加する者に必要な資格等

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線
八幡浜市日土町２番耕地７２３番５から

同市日土町２番耕地２６４番１まで

旧 ４．０～５．５ ０．１１１

新 ４．９～７．２ ０．１１１

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２南大土（開）第１２３１号

平成２２年１１月１１日

喜多郡内子町内子７６９番、７７０番１、７７０番３、７７１番、７７２番、７７３番、７７４

番、７７８番３、７７８番５、７７８番１２、７８２番、８１９番、８２０番、８２１番、８２２番、

８２３番、８２４番、８２５番、８２６番、７６１番地先道及び７８２番地先水路

喜多郡内子町平岡甲１６８番地

内子町長 稲 本 � 壽

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号

西予市明浜町俵津３番耕地１６８番１地先から
同町俵津２番耕地８５８番２地先まで

及 び
西予市明浜町俵津３番耕地１６６番５から
同町俵津２番耕地１６６番５地先まで

旧
４．０～１０．０

０．１～１２．５

０．７６８

０．０１８

西予市明浜町俵津３番耕地１６８番１地先から
同町俵津２番耕地８５８番２地先まで

及 び
西予市明浜町俵津３番耕地１６６番５から
同町俵津２番耕地８５８番２地先まで

新
４．０～６９．０

１２．５～６９．０

０．７６８

０．６５６

愛 媛 県 報平成２２年１１月１９日 第２２２０号
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� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２２年１１月１９日（金）から平成２３年１月１２日（水）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分

までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの

に限る。以下同じ。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２３年１月１２日（水）午後５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交付場所並びに問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２２年１２月２１日（火）午前１１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２３年１月２６日（水）午前１１時

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市喜多川７９６番地１

愛媛県東予地方局７階中会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有
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選挙管理委員会告示
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争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとおり争議

行為を行う旨の通知が平成２２年１１月１０日あったので公表する。

平成２２年１１月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成２２年度年末一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２２年１１月２４日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第９１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２２年１１月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１９９，５８５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，９９２

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６６，５９８

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

松山市・上浮穴郡 ４２９，４０６ １３８，２３５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４９，０８２ ４９，６９４

宇和島市・北宇和郡 ８６，０９５ ２８，６９９

八幡浜市・西宇和郡 ４３，１５５ １４，３８５

新 居 浜 市 １０２，６４２ ３４，２１４

西 条 市 ９３，７７８ ３１，２６０

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５５，７７６ １８，５９２

伊 予 市 ３２，５３８ １０，８４６

四 国 中 央 市 ７６，２６５ ２５，４２２

西 予 市 ３６，７０３ １２，２３５

東 温 市 ２８，３７９ ９，４６０

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，２２４ １４，７４２

南 宇 和 郡 ２１，５４２ ７，１８１

平成２２年１１月１９日 発行
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